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スマートフォンなどで市報が読める 「マチイロ」 ダウンロードはこちら⇒

今号の主な内容

平成29年（2017年）
毎月１日・15日発行

市民ルポルタージュ

第15回世論調査の結果がまとまりました

コラム「消費生活相談の現場から」「みつばち通信」
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お知らせ～information

　平成29年度清瀬市総合防災訓練に参加しました
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　障害のある方や難病にかかっている方のなかには、心臓・腎臓
などの内部障害や、聴力・視力・発達障害・高次脳機能障害など、
見た目からは分かりにくい障害のある方がたくさんいます。
　「ヘルプカード」は、障害のある方が普段から身に付けておくこ
とで、日常生活や災害時などの困った際に、周囲の配慮や手助け
をお願いしやすくするためのものです。中面には、手助けしてほ
しいことや伝えたいこと、連絡先などが記載できます。
　「ヘルプカード」は、障害福祉課で配布しています。お持ちの方
を見かけたら、温かい配慮をお願いします。

市 内 事 業 所 紹 介・ 障 害 の あ る 方 の 作 品 展 示

ご 存 じ で す か？ 「 ヘ ル プ カ ー ド 」

「清瀬視覚障害者グループあかり」

あなたのちょっとした手助けを必要としています

　ヘルプカード表（上）とヘルプ
カード中面（右）。身に付けてい
る方を見かけた場合は、電車・バ
ス内で席をゆずる、困っているよ
うであれば声をかけるなど、思い
やりのある行動をお願いします。

　思いやりの心を大切に  誰もが暮らしやすい“まちづくり”
１２月３日 ( 日 ) ～９日（土）は障害者週間

　「障害者週間」は、平成16年６月の障害者基本法の改正により、国
民に障害者の福祉についての関心と理解を深めてもらうこと、また
障害者が社会・経済・文化など、あらゆる分野に積極的に参加する

意欲を高めることを目的として設定されました。この機会に、障害
のある方への理解や必要な配慮について考えてみませんか。
　　　　　　　　問合せ　障害福祉課障害福祉係☎042・497・2073

「国際障害者デー」誕生から 25年

　「１２月３日」は、昭和57年に「障害者に関する世界行動計画」が国
連総会で採択された日です。これを記念して、平成４年の国連総
会で、１２月３日を「国際障害者デー」とすることが宣言されました。
今年はその宣言からちょうど２5年になります。
　また、「１２月９日」は昭和50年に「障害者の権利宣言」が国連総会
で採択された日であるとともに、昭和56年に国際障害者年推進本
部がこの日を「障害者の日」とすることを決定しました。その後、
平成５年１１月に障害者基本法が改正された際に、１２月９日を「障
害者の日」とすることが法律にも規定されました。
　以上の経緯から、平成１6年に「１２月３日」から「１２月９日」までの
１週間を、障害者週間とすることが規定されました。
　今年も市では、本庁舎１階ロビーにて障害のある方の作品（右
下参照）などを展示するほか、講演会も行います。この機会に、
みなさんで障害者福祉について考え、誰もが安心して暮らせる“ま
ちづくり”を目指しましょう。

講演会「障害者差別解消法の活かし方～具体的事例から考える～」
　障害者への不当な差別を禁止し、誰もが安心して暮らせる社会を目指
すために一人ひとりに何が出来るのか、障害者差別解消法の解説や、障
害のある方によるパネルディスカッション（体験談）から学びます。
日時　１２月２日㈯午後１時～３時（開場は午後
０時30分～）
場所　児童センター
講師　日本社会事業大学特任教授　佐藤久夫氏
※直接会場へ。
問合せ　障害福祉課障害福祉係☎04２・497・２073

見えない人と見えづらい人が集う

　「視覚障害者グループあ
かり」は、視覚障害のある
方々の交流を行うグループ
で、平成２4年に活動を開始
して５年が経ちました。
　活動の一つが、消費生活
センターで月１回開いてい
る「あかり茶話会」です。お
茶を飲みながら情報交換や
勉強会を続け、１0月２6日には第60回目を迎えました。その記録は、
ブログ記事として交代で記しています。
　「あかり」は会員制ではなく、視覚障害の度合いも人によってさ
まざま。茶話会は予約不要で、日ごろの悩みや趣味の話など同じ
障害を持っているからこそ分かり合える共感を大切にしています。
　「あかり」の代表を務める長嶋潤さんは、市の委託を受けた身体
障害者相談員でもあり、茶話会での会話などは困りごと相談につ
ながっていくこともあります。
　ＩＴサロンでは、視覚を補う強い味方として、タブレットなど
の操作を学び合い、近隣市の視覚障害者の参加もあります。
　「あかり」は、視覚障害者に対する理解を広めることも活動目標
としており、清瀬市消費生活展などにも参加しました。年々活動
の幅を広げ、新しいことにチャレンジしています。
問合せ　清瀬視覚障害者グループあかり　代表　長嶋潤（身体障
害者相談員）　 kiyoseakari@gmail.com、あかりブログ 　http://kiyo

「あかり茶話会」で情報交換をする参加者

障害者週間関連イベント

　市では、障害者週間関連イベン
トとして、①市内事業所の紹介パ
ネルの掲示や、②障害のある方が
作成した作品の展示を行います。
日時　①１２月５日㈫～１0日㈰の午
前１0時～午後８時②１２月４日㈪～
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８日㈮の午前８時30分～午後５時
場所　①クレアギャラリー（クレアビル４階）②市役所本庁舎１階ロビー

　※直接会場へ。
　問合せ　障害福祉課障害福祉係☎04２・497・２073
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seakari.seesaa.net


